
●利用時間 平　日　午後７時～翌朝７時

土曜日　午後３時～翌朝７時

休　日　午前９時～翌朝７時

●電話番号

●休日や夜間における発熱や下痢、嘔吐やひきつけなど、お子さんの

　急な病気に関して、専門の看護師による電話相談を行っています。

　小児救急医療を受診しようと思った時や、症状について判断がつか

　ない時は、小児救急電話相談をご利用ください。

＃８０００（短縮ダイヤル）

●対  応  者 小児救急に精通した看護師

●相談内容 子どもの急な病気に関する相談
（発熱、下痢、嘔吐、ひきつけなど）

※ダイヤル回線からおかけの場合は、055-226-3369〈甲府市〉へ

　（くれぐれも番号をお間違えのないようご注意ください）

※慢性疾患や育児相談など、急を要しない相談はご遠慮ください。

※電話での助言です。電話による診断、治療はできませんので、

　あらかじめご了承のうえ、ご相談ください。

　なお、医療機関の案内は行っていません。

　（受診を希望する場合は、小児初期救急センターへご連絡ください。【P-30】)

※電話が混み合うことが予想されますので、簡潔にご相談ください。

※話し中の場合は、恐れ入りますが、少し時間をおいてから、

　おかけ直しください。

※明らかに救急を要する急病の場合は、医療機関または１１９番へ

　ご連絡ください。

山梨県小児救急医療事業推進委員会
（事務局　山梨県福祉保健部医務課）

平成17年 10月   初版発行
平成20年   ６月   2版発行
平成23年   ７月   ３版発行
平成26年  ４月   4版発行
平成28年 11月   5版発行
平成29年   9月   ６版発行
平成30年 10月   ７版発行

令和　1年   ７月   8版発行
令和　2年   ８月   ９版発行
令和　3年   ８月 10版発行
令和　4年   9月 11版発行
令和　5年   9月 12版発行
令和　6年 10月 13版発行


